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令和７年４月施行の「65歳

までの雇用確保の義務

化」、認知度は約６割 

～エン・ジャパンのアンケート

調査より 

 

高年齢者雇用安定法による

65歳までの雇用確保義務の経

過措置は、2025年３月に終了

します。2025年４月からは、

65歳までの「定年引上げ」

「継続雇用制度の導入」「定

年廃止」のいずれかの雇用確

保措置が全企業の義務になり

ます。エン・ジャパン株式会

社は、運営するミドル世代の

ための転職サイト『ミドルの

転職』で 35歳以上のユーザー

を対象に「65歳までの雇用確

保の義務化」についてアンケ

ートを実施し、結果を公表し

ました。 

 

◆「65歳までの雇用確保の義

務化」認知度は約６割。

「70歳までの努力義務化」

は約５割 

「2025年４月から、継続雇

用を希望する「65歳までの雇

用確保」が、全企業に「義務

化」されることをご存知です

か？」の質問に、59％が「知

っている」と回答しています

（よく知っている：14％、概

要だけ知っている：45％）。

また、70歳までの雇用確保が

企業の努力義務化することを

知っているかと質問すると、

47％が「知っている」と回答

しました（よく知っている：

11％、概要だけ知っている：

36％）。 

 

◆「65歳・70歳までの雇用

確保」に賛成、「61歳以降も

働きたい」は約９割 

「「65歳・70歳までの雇

用確保」のほか、働く意欲が

ある高年齢者が働きやすい環

境整備を国が進めています

が、そのことに関して賛成し

ますか？反対しますか？」の

質問には、88％が「賛成」と

回答しています（賛成：

48％、どちらかといえば賛

成：40％）。 

「61歳以降も働きたい」と

回答したのは 88％で、「あな

た自身は、何歳まで働きたい

と思いますか？」の質問に

は、「66歳～70歳まで」が

35％で最多でした。長く働き

たい理由の上位は「健康・体

力維持のため」「年金だけで

は生活できないから」で、い

ずれも 15％でした。 

 

◆半数以上が、「高年齢者雇

用確保」の措置が転職先選び

に影響すると回答 

 「転職先の企業を決める上

で、企業の「高年齢者雇用確

保」措置は、影響します

か？」と質問したところ、

54％が「影響する」と回答し

ています。年代別に見ると、

30代は 34％に対し、60代は

ほぼ倍の 66％で、年代が上が

るごとに影響度合いが高まる

ことがわかりました。どの

「高年齢者雇用確保」の措置

を講じている企業に転職した

いかの質問には、「定年の引

上げ」が 34％で最多となって

います。 

【エン・ジャパン株式会社

「ミドル世代 3000人に聞いた

「65歳までの雇用確保の義務

化」意識調査―『ミドルの転

職』ユーザーアンケート」】 

https://corp.en-

japan.com/newsrelease/2024/

38103.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金をめぐる動向等 

 

◆「最低賃金」制度の概要 

 最低賃金は、最低賃金法に

基づき国が定めるもので、使

用者は、労働者にその金額以

上の賃金を支払わなければな

りません。都道府県別に最低

賃金が定められ、この地域別

最低賃金以上の賃金を支払わ

ない場合、罰則が科せられま

す。なお、最低賃金制度には

例外があり、「最低賃金の減

額の特例許可制度」におい

て、身体や精神の障害によっ

て一般の労働者より著しく労

働能力が低いなどの特定の労

働者について、使用者が都道

府県労働局長の許可を受ける

ことにより個別に最低賃金の

減額の特例が認められます。

また、例えばシルバーワーカ

ーなどとの契約は、請負・委

任契約に当たるため、最低賃

金法ほか労働関係の法律は適

用されません。 

 

◆なお昨今の賃金事情と乖離 

2024年度の最低賃金につい

て、厚生労働省の中央最低賃

金審議会は７月 25日、目安額

を全国平均で時給 1,054円と

する答申を行いました。引上

額は 50円となり、1,000円の

大台に乗った 2023年度の額を

超え、４年連続で過去最大と

なりました。 

 この答申を参考として、各

地方最低賃金審査会で調査審

議のうえ、答申を行い、各都

道府県労働局長によって地域

別最低賃金額が決定されま

す。例えば、東京都の最低賃

金については、８月５日に東

京地方最低賃金審議会が東京

労働局長に対し時給 1,163円

に改正することが適当である

との答申を行いました。例

年、10月上旬～中旬に各都

道府県の地域別最低賃金が発

効します。 

 なお、このように最低賃金

は引き上げられますが、すで

に社会的な人手不足等によ

り、各業界におけるパートタ

イム労働者等の時給は上昇し

ているのが現状です。例え

ば、厚生労働省「毎月勤労統

計調査 令和６年６月分結果

速報」によると、パートタイ

ム労働者の時給は平均 1,338

円で、前年同月比 4.9％増と

なっています。 

 

 各企業においては、今一度

自社の賃金の確認を行いまし

ょう。なお、給与制度や給与

規程等を変更する際には手続

き・届出が必要になります。

ご検討の際には、弊所にご相

談ください。 

 

【厚生労働省「最低賃金に関

する特設サイト」】 

https://saiteichingin.mhlw.

go.jp/ 

９月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

～当事務所より一言～ 

酷暑が過ぎ、秋に近づけ

ば、気持ちよく体を動かせ

るので、仕事はもちろん趣

味も楽しみたいですね。 

仕事・・・障害年金関係の

お仕事も特に頑張ろう！ 

趣味・・・下手すぎるゴル

フの上達の為練習しよ！ 

皆様も残り５か月を心

身の健康を保ち、悔いのな

いようお過ごしいただけ

るよう願っております。        

 

 

得届の提出＜前月以降

に採用した労働者がい

る場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 


